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現行の徴収基準額表を根拠に算出した保育料
改定後の徴収基準額表
を根拠に算出した保育料

※年収①～④の世帯の２００７年度（改定前）と２００９年度（改定後）の２人分の保育料合計額はいずれも同額となります。

　共働き世帯の増加、身近な子育て支援者の不在
など、家族で子育てをしていくことが難しくなっ
ていくなか、市には、保育サービスの充実が強く
求められています。
　市では、保護者の就労形態の多様化等様々な保
育需要に対応するため、認可保育園の整備や、延
長保育・一時保育等の特別保育、お子さんの病気
回復期等に対応するための病後児保育、子育て広
場等の各事業、認証保育所の整備等を行ってきま

した。
　子育て支援サービスについては、今後も生活形
態の多様化に対応するために、更なる拡充と整備
が必要です。市は引き続き町田市次世代育成支援
対策推進行動計画に基づき、子育て支援・待機児
解消に積極的に取り組んでいきます。

問子育て支援課��７２４・２１３８

　

市
で
は
「
町
田
市
次
世
代
育
成

支
援
対
策
推
進
行
動
計
画
」
を
改

定
す
る
た
め
、
国
の
策
定
方
針
に

基
づ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
無
作
為
に
抽
出
し

た
５
０
０
０
人
の
お
子
さ
ん
の
保

護
者
の
方
が
対
象
で
す
。

　

対
象
に
な
ら
れ
た
方
に
は
、
１

月
下
旬
か
ら
２
月
上
旬
に
か
け
て

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
子
ど
も
総
務
課
��
７
２
４
・
２

８
７
６

　

認
可
保
育
園
在
園
の
お
子
さ
ん

の
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
負
担
し
て

い
た
だ
く
保
育
料
は
、
保
育
所
で

日
々
保
育
を
行
っ
て
い
く
う
え
で

必
要
と
な
る
経
費
（
保
育
所
運
営

費
）
の
一
部
で
あ
り
、
お
子
さ
ん

た
ち
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の

保
育
内
容
の
充
実
・
保
育
事
業
の

推
進
の
た
め
大
切
な
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

所
得
税
を
主
な
算
出
基
準
と
す

る
保
育
料
は
２
０
０
７
年
の
税
源

移
譲
に
よ
る
影
響
で
、
２
０
０
８

年
度　

月
現
在
で
は
、
前
年
度
と

１２

比
較
し
て
一
人
あ
た
り
平
均
約
２

５
０
０
円
低
下
し
て
い
ま
す
。
市

は
、
利
用
者
負
担
の
平
均
水
準
を

税
源
移
譲
前
へ
戻
す
こ
と
な
ど
を

目
的
に
保
育
料
を
改
定
し
ま
す

（
左
上
の
例
を
参
照
下
さ
い
）
。

今
回
の
改
定
は
全
体
の
水
準
を
戻

す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

個
々
の
ケ
ー
ス
で
は
、
徴
収
基
準

額
表
の
階
層
の
境
い
目
に
あ
た

り
、
増
減
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
基
準
額
表
で
ご
確
認
下
さ

い
。
改
定
の
実
施
は
４
月
か
ら
で

す
。
詳
細
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

２
０
０
７
年
度
の
保
育
所
総
事

業
費
は
、　

億
２
１
４
７
万
６
千

７３

円
で
、
市
は
そ
の
う
ち　

・
７
％

４７

を
負
担
し
て
い
ま
す
（
下
図
１
参

照
）
。

　

認
可
保
育
園
在
園
児
の
保
育
コ

ス
ト
は
８
時
間
保
育
を
基
本
と
す

る
国
基
準
保
育
所
運
営
費
と
東
京

都
・
町
田
市
が
独
自
に
加
算
し
て

い
る
運
営
費
の
合
計
で
す
。
０
歳

児
に
か
か
る
経
費
は
特
に
高
く
、

月
額　

万
円
弱
と
な
っ
て
い
ま
す

３０

（
下
図
３
参
照
）
。

　

保
護
者
の
方
々
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
保
育
料
は
国
基
準
保
育
所

運
営
費
を
算
出
根
拠
と
し
て
い
ま

す
。

　

保
育
料
の
利
用
者
負
担
率
は
国

基
準
保
育
所
運
営
費
に
対
す
る
割

合
で
す
。
「
町
田
市
保
育
料
問
題

懇
談
会
」
（
２
０
０
４
年
３
月
最

終
報
告
）
は
、
適
正
な
利
用
者
負

担
率
の
上
限
を　

％
と
示
し
て
お

２５

り
、
市
は
利
用
者
負
担
率
の
推
移

を
常
に
注
視
し
て
き
ま
し
た
。
２

０
０
７
年
度
の
平
均
利
用
者
負
担

率
は　

・
３
％
で
、
都
内　

市
の

２３

２６

う
ち　

位
の
水
準
で
し
た
が
、
２

２０

０
０
８
年
度
は　

・
８
％
（　

月

１９

１２

現
在
の
概
算
）
に
ま
で
低
下
し
て

い
ま
す
（
下
図
２
参
照
）
。

　

国
基
準
に
お
け
る
保
育
費
用

（
保
育
単
価
）
は
や
や
増
加
の
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　

利
用
者
負
担
率
の
低
下
分
は
、

市
の
負
担
増
で
補
っ
て
い
る
た

め
、
財
源
と
し
て
の
保
育
料
収
入

の
低
下
は
、
保
育
も
含
め
た
市
の

子
育
て
支
援
施
策
の
実
施
へ
の
大

き
な
支
障
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

利
用
者
負
担
率
を
、
税
源
移
譲

に
よ
る
影
響
を
受
け
る
前
の
水
準

に
戻
す
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し

て
、
保
育
料
を
改
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
お
子
さ
ん
が
認
可
保
育

園
に
在
園
さ
れ
て
い
る
、
ま
た

は
、
４
月
よ
り
新
た
に
入
園
さ
れ

る
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
回

の
保
育
料
改
定
に
つ
い
て
の
お
知

ら
せ
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
確

認
下
さ
い
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課
��
７
２
４
・
２

１
３
８

２００７年度保育所総事業費（７３億２，１４７万６千円）　　延べ入所児童数：５７，６５７人

雑入 
０．１％

国合計 
１５．６％ 

（１，１４２，２１１千円）

都合計 
２３％ 

（１，６８５，５４４千円）

町田市合計 
４７．７％ 

（３，４９２，８７３千円）
保育料 
１３．６％

保育所
総事業費

８，８８４千円国法定外 
１１８，７００千円

国法定負担 
１，０２３，５１１千円

都法定外 
１，１７３，７８９千円

都法定負担 
５１１，７５５千円

市法定外 
１，７５８，９３６千円

市法定負担 
８１１，９６９千円

町田市独自負担 
９２１，９６８千円９９１，９６４千円

２００７年度国基準運営費　一人当たり平均（７３，９０５円）の負担割合

国負担都負担市負担市による利用者 
負担の軽減

保育料 
利用者負担

国基準 
保育所
運営費 

（８時間保育）

１７，７５１円 
２４．０％

８，８７６円 
１２．０％

１４，０８３円
１９．１％

１５，９９０円
２１．６％１７，２０５円 

２３．３％ ３０，０７３円
４０．７％

４０，７１０円
５５．１％

３３，１９５円
４４．９％

法定公費負担分国徴収基準額（保育料）

　　参考　２００８年度（１２月現在）国基準運営費　一人当たり平均（７４，２１２円）の負担割合

国負担都負担市負担市による利用者 
負担の軽減

保育料 
利用者負担

１７，７７１円
２３．９％

８，８８６円
１２．０％

１４，０８３円
１９．０％

１８，７８６円
２５．３％１４，６８６円

１９．８％ ３２，８６９円
４４．３％

４０，７４０円
５４．９％

３３，４７２円
４５．１％

法定公費負担分国徴収基準額（保育料）

３５０，０００�

３００，０００�

２５０，０００�

２００，０００�

１５０，０００�

１００，０００�

５０，０００�

０�
０歳� １歳� ２歳� ３歳�４歳以上�平均�

園児一人あたり月額保育コスト（２００７年度）�

保育コスト�２９５，４２２�

１４０，２４１�１４０，２４１�

８３，５５３�７５，９６４�

１４７，０８４�

※保育コストとは①国基準保育所運営費＋②都・市加算運営費�
　です。�
※②加算のうち、０歳児保育費用以外は各年齢区分に均等に配�
　分されています。�

（円）� 単位：円�
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次
世
代
育
成
支
援
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
ま
す

図１

図２
図３

例　　国税庁公表モデルケースによる例（夫婦＋子ども２人）
　　　世帯年収が①３００万円、②５００万円、③７００万円、④１０００万円の場合
　　　※「階層」は保育料徴収基準額表によるものです。

２００９年度保育料階層２００８年２００８年度保育料階層２００７年２００７年度保育料階層２００６年
３，１００円４歳児

Ｃ５
年　収
３００万円 
所得税額 
０円

→

３，１００円４歳児

Ｃ５
年　収
３００万円 
所得税額 
０円

→

３，１００円４歳児

Ｃ５
年　収
３００万円 
所得税額 
０円

① １，９００円２歳児１，９００円２歳児１，９００円２歳児

５，０００円合　計５，０００円合　計５，０００円合　計

１２，４００円４歳児

Ｄ６
年　収
５００万円 
所得税額 
５９，５００円

→

９，０００円４歳児

Ｄ４
年　収
５００万円 
所得税額 
５９，５００円

→

１２，４００円４歳児

Ｄ６
年　収
５００万円 
所得税額 
１０７，１００円

② ９，３５０円２歳児６，５５０円２歳児９，３５０円２歳児

２１，７５０円合　計１５，５５０円合　計２１，７５０円合　計

１９，０００円４歳児

Ｄ１０

年　収
７００万円 
所得税額 
１６５，５００円

→

１５，６００円４歳児

Ｄ８

年　収
７００万円 
所得税額 
１６５，５００円

→

１９，０００円４歳児

Ｄ１０

年　収
７００万円 
所得税額 
２３６，７００円

③ １５，１００円２歳児１２，０５０円２歳児１５，１００円２歳児

３４，１００円合　計２７，６５０円合　計３４，１００円合　計

２９，０００円４歳児

Ｄ１７

年　収
１，０００万円 
所得税額 
５９０，５００円

→

２９，０００円４歳児

Ｄ１７

年　収
１，０００万円 
所得税額 
５９０，５００円

→

２９，０００円４歳児

Ｄ１７

年　収
１，０００万円 
所得税額 
６１９，２００円

④ ２３，２００円２歳児２３，２００円２歳児２３，２００円２歳児

５２，２００円合　計５２，２００円合　計５２，２００円合　計

保育料問題懇談会は、この割合を
２５％以下とする提言をしました。

保
育
費
用
と

利
用
者
負
担
に
つ
い
て

（
保
育
料
）


